
 

 

 

 

 

 

 

 

明日から３月になります。今年度の最後の月です。と

いうことは、あともう少しで学年が１つずつ上がるとい

うことです。この１ヶ月でしっかりと準備をして、次の

学年へ向けてのステップアップをしていきましょう！ 

３年生は、あと９日で卒業式です。義務教育最後とな

る大事な式です。ひとりひとりが、感動的で素晴らしい

式にするためにも服装や頭髪等を整えて立派な姿で晴

れ舞台に立ってもらいたいです。また、式後も不要な外

出は避けて、自宅で家族と一緒に過ごしましょう。 

 １・２年生は、残念ながら卒業式に 

参加して３年生の晴れ姿を見ることは 

できません。家庭学習日となりますの 

で、絶対に外出せずに自宅で勉強に励 

みましょう。 

 

 

 ２月９日（水）の５校時に１年生対象「心の教育」を

スクールカウンセラーの大野先生にしていただきまし

た。本来なら体育館で行う予定でしたが、感染防止対策

のために、各教室でリモートにて行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先日、駐輪場の柱の壁に落書きがしてあるのが見つか

りました。昔のものではなく、おそらく最近書かれたで

あろう比較的新しい跡です。在校生が書いたものか、  

外部からの侵入者が書いたものなのかは、定かではあり

ません。ただし、書かれていた内容が、人を傷つける内

容の悲しいものでした。 

 どんな思いでそのようなことを書いたのでしょう

か？人は誰だって腹の立つことイライラすることはあ

ります。しかし、その思いを公共の施設にぶつけるので

はなく、周りにいる友達や家族、先生などに相談して欲

しかったと思います。もし仮に、それが在校生であるな

らば、余計にショックなことです。 

また、もし今でも嫌な思いが解消していないなら相談

してください。気をつけて欲しいことは、この行為が法

に触れることになることです。責任と自覚を持った行動

をとりましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【落書きにおける主な刑罰】 

・器物損壊罪（刑法第２６１条） 

・建造物損壊罪（刑法第２６０条 

・軽犯罪法違反（軽犯罪法第１条第３３号）など 

これらには、禁固や懲役、罰金などの処分があります。 

３年生の保護者の皆さまへ 

  毎月一回の朝の交通立番ありがとうございます。残すところ、３月４日（金）の１回となりました。当番の方よろし 

くお願いします。また、日誌に多くの感想や意見も書いて下さり、今後の登下校の参考にさせていただきます。 

《日誌より》 

・横断歩道を渡る際、一旦停止した車に会釈し、あいさつもできている子が多かった。 

・通勤時間帯なので、生徒ひとりひとりが車の動きに十分注意し、安全に通行して欲しい。 

・合田建材店前での信号待ちの際、トラックの出入りが多く危険と感じました。 

・生徒の登校が８時前後なので、７時３０分は早すぎると思うので見直しが必要だと思う。 

・ヘルメットをきちんと着用できていました。 ・自分からあいさつしてくれる子もいて、気持ちの良い朝でした。 

・横断歩道を渡り、車道を通る生徒が多かった。 ・横断歩道での安全確認が、不十分な生徒がいました。 

・合田建材店前での信号待ちの際、トラック出入りが多く危険と感じました。 

・生徒の登校が８時前後なので、７時３０分は早すぎると思うので見直しが必要だと思う。 


